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令和６年度 

北海道鷹栖養護学校 卒業生と父母の会 

総会議案書 

 

 

１ 日 時 令和６年７月２８日（日）１０：３０～ 

２ 場 所 北海道鷹栖養護学校 集会室 

３ 内 容 

 （１）開会の言葉 

 （２）庄子会長あいさつ 

 （３）櫻田校長あいさつ 

 （４）議長選出 

 （５）議事  

（ア）令和５年度事業報告 

   （イ）令和５年度会計決算報告・監査報告 

   （ウ）令和６年度事業計画（案） 

   （エ）令和６年度会計予算案 

   （オ）会則の一部変更について 

   （カ）令和６年度役員について 

（６）議長退任あいさつ 

（７）閉会のあいさつ 
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令和５年度（令和５年７月～令和６年６月）事業報告 
 
 

 

１   ７月      夏の交流会・総会  

 

２   ９月      役員会① 

 

３  １０月      卒業生と父母の会便り ７４号発行 

秋の行事案内 含む 

 

４  １１月      秋の行事 学習会（成年後見人制度について） 

          

５   ２月      役員会② 

秋の行事反省、保護者説明会の内容検討 

 

６   ２月１９日（月） 入会保護者説明会（参観日） 

今年度高等部卒業予定生徒の保護者を対象に、卒業生と父母の会の概

要、事業紹介、入会費等について説明を行う。 

 

７   ５月      役員会③ 

 

８   ５月      卒業生と父母の会便り ７５号発行 

 

９  その他      行事前等、検討事項があったとき、役員と事務局で臨時の打合せを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%80%80%e7%b4%a0%e6%9d%90&view=detailv2&qpvt=%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%80%80%e7%b4%a0%e6%9d%90&id=541B6B20666820564BD6FEB2ECE75F5759E8F5E9&selectedIndex=0&ccid=eep+T7zS&simid=608032705643024256&thid=OIP.M79ea7e4fbcd27575c88b648ecdc6a01fo0
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令和６年度（令和６年７月～令和７年６月） 事業計画 

 

 

１   ７月      夏の交流会・総会  

 

２   ９月      役員会① 

 

３  １０月      卒業生と父母の会便り ７６号発行 

秋の行事案内 含む 

 

４  １１月      秋の行事（予定） 学習会（障害基礎年金について） 

          

５   ２月      役員会② 

秋の行事反省、保護者説明会の内容検討 

 

６   ２月１７日（月） 入会保護者説明会（参観日） 

今年度中学部及び高等部卒業予定生徒の保護者を対象に、卒業生と父

母の会の概要、事業紹介、入会費等について説明を行う。 

 

７   ５月      役員会③ 

 

８   ５月      卒業生と父母の会便り ７７号発行 

 

９  その他      行事前等、検討事項があったとき、役員と事務局で臨時の打合せを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%80%80%e7%b4%a0%e6%9d%90&view=detailv2&qpvt=%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%80%80%e7%b4%a0%e6%9d%90&id=541B6B20666820564BD6FEB2ECE75F5759E8F5E9&selectedIndex=0&ccid=eep+T7zS&simid=608032705643024256&thid=OIP.M79ea7e4fbcd27575c88b648ecdc6a01fo0
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令和６年度 「卒業生と父母の会」  

予 算 書（案） 

 

                                                            令和６年７月 28 日 

○収入 

項 目 前年度予算 予 算 備 考 

前年度繰越 ４２，１００ ４９，０２０ 令和５年度の残金から雑収入を引いた額 

入 会 金 ３０，０００ ３９，０００  令和６年度高等部卒業生１３名×３，０００円  

会  費 １３７，０００ １４７，０００ 
会員数１４７人×年会費１，０００円  

（Ｒ５入金済１，０００円×７名）  

卒後支援旅費  ０ １４０，０００ 

令和６年度より徴収  

（高等部生徒は在学中に分割で１人６，０００円）  

１年生（１３名×２，０００円）  

２年生（１６名×３，０００円）  

３年生（１１名×６，０００円）  

雑 収 入 ０ ０  

合    計 ２０９，１００ ４０７，１２６  

 

※今年度から、「卒後支援旅費」の項目を設けています。 

 

○支出 

項 目 前年度予算 予 算 備 考 

行 事 費 ５０，０００ ８２，０００ 
夏の交流会（７月）  

秋の研修会（１１月）  

通 信 費 ７０，０００ ７０，０００ 

便りの発行（７月、１０月、６月）、郵券、葉書、封

筒 

ラベルなど  

慶 弔 費 ３０，０００ ３０，０００  

会 議 費 ３，０００ ３，０００ 役員会飲み物代（３回分） 

卒後支援旅費  ０ １４０，０００  

予 備 費 ３７，１００ ８２，１２６ 払込手数料負担他 

合    計 ２０９，１００ ４０７，１２６  

 

※卒業生への記念品について、昨年度まで卒業生と父母の会から「記念費」の項目で支出していましたが、今年

度からは PTA 会費から支出するため、項目を削除しています。 

また、上記と同様に「卒後支援旅費」の項目を設けています。 
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会則の変更について 

（事務局）  

第九条 事務局次長１名の追加  

 

 

 北海道鷹栖養護学校卒業生と父母の会会則    

 

（名称，事務局）  

第一条 この会は「北海道鷹栖養護学校卒業生と父母の会」と称し，事務局を北海道鷹栖養護学校に置く。  

 

（目 的）  

第二条 この会は，北海道鷹栖養護学校中学部・高等部卒業生の会員相互の親睦および教育と福祉の向上を図る

ことを目的とする。  

 

（事 業）  

第三条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。  

１ 同窓組織を構成し，会員相互の親睦を図る。  

２ 中学部・高等部卒業生の教育と福祉の向上を図る。  

３ その他，この会の目的達成に必要な事業を行う。  

 

（会 員）  

第四条 この会の会員は，次のとおりとする。  

すなわち，北海道鷹栖養護学校中学部・高等部卒業生とその保護者，またはこれにかかわる者のうち、この

会の趣旨に賛同する者。  

１ 正会員：本校を卒業後に、本会に入会した卒業生およびその保護者            

２ 賛助会員：その他の者でこの会の趣旨に賛同する者  

３ 準会員：会費は未納であるが、本校を卒業し 3 年以内の卒業生およびその保護者  

   

（役 員）  

第五条 この会に次の役員を置く。  

会長１名，副会長１名，監査２名，顧問若干名  

 

（役員の選出）  

第六条 この会の役員は，次の方法により選出する。  

１ 会長，副会長，監査は，総会において選出する。  

２ 顧問は，会長が委嘱する  

 

（役員の任期）  

第七条  

１ 会長、副会長、監査の任期は，２年とする。ただし，再任はこれを妨げない。 

（役員の任務）  

第八条 役員の任務は，次のとおりとする。  

１ 会長は，会を代表して会務を掌る。  

２ 副会長は，会長を補佐し，会長不在の時は，会長の職務を代行する。  

３ 監査は，会計を監査する。  

４ 顧問は，会務に係る相談・助言を行う。  

 

（事務局）  

第九条 事務局には，事務局長１名，事務局次長１名、事務局員若干名を置き，会長の指示により会務および会

計を行う。  

 

（会 議）  

第十条 この会の会議を，総会，臨時総会，役員会および監査とする。  

１ 総会は，毎年７月の交流会に行い，事業・予算・役員の選出，その他必要なことについて，出席会員の過半

数をもって決議する。  

２ 臨時総会は，会長が認めたときに行う。  

３ 役員会は，会長が役員を招集し，会の運営等に必要な事項を協議する。  
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（会 計）  

第十一条 この会の経費は，会費その他の収入をもって充てる。  

 

（会 費）  

第十二条 会費は，次のように定める。  

１ 正会員は，入会時に入会費 3,000 円と年会費 1,000 円を納入する。  

２ 賛助会員は，同額の年会費を納入する。  

３ 甚大な自然災害等、特別な事情があると認められるときに限り、役員会または会長の同意を得て、臨時会費

の徴収や会費の免除・減額を検討し、決定することができる。  

 

（会計決算）  

第十三条 会計決算は，毎年７月１日に始まり，翌年６月３１日で終わる。  

 

（退 会）  

第十四条 退会は次のように定める。  

１ 正会員、賛助会員は、本人の意志により退会を認める。  

２ 正会員、賛助会員、準会員が会費を３年間未納の場合は、退会したものとする。  

 

（会則の変更）  

第十五条 この会の会則の変更は，総会において行う。 

 

（付 則）  

１ この会則は，昭和５７年３月２４日から施行する。  

２ 平成１１年８月 ８日一部改正  

３ 平成１４年１月 ６日一部改正  

４ 平成１５年８月 ３日全面改正  

５ 平成１７年８月 ３日一部改正  

６ 平成２１年８月 ２日一部改正  

７ 平成２５年８月 ４日一部改正  

８ 平成２８年７月３１日一部改正  

９ 平成２９年７月２３日一部改正  

10  令和 元年７月２１日一部改正  

11 令和  ４年２月２４日一部改正  

12  令和 ６年７月２８日一部改正  

 

            慶 弔 規 定  

１会員及びその保護者が死亡した場合は，弔電を送る。 

２具体的な対応については、適宜、役員に図り、決定する。  

 

令和６年度 北海道鷹栖養護学校卒業生と父母の会 役員名簿 
役員  氏名  事務局  氏名  

会長  庄子 勝利  事務局長（副校長） 入江 泰之 

副会長  藤村 真理恵  事務局次長（教頭）  松岡 志穂 

監査  小林 郁美  事務局員  佐々木 さゆり 

監査  相川 智佳子  
事務局員  
（会計）  

今野 将之  

  事務局員  小関 一矢  

  事務局員  杉原 良太  

事務局：北海道鷹栖養護学校 
 
〒071－1233 上川郡鷹栖町北野西３条２丁目１－１      TEL 0166（87）2279 
 

上記の記載内容について事実と相違ないことを証明します。 
北海道鷹栖養護学校卒業生と父母の会 会長 

 


